
◎生産性向上特別措置法 
（平成三〇年五月二三日法律第二五号）   

一、 提案理由（平成三〇年四月四日・衆議院経済産業委員会） 

○世耕国務大臣 生産性向上特別措置法案及び産業競争力強化法等の一部を改正する法

律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 

 まず、生産性向上特別措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上

げます。 

 近年、第四次産業革命と呼ばれるＩＴ分野における急速な技術革新の進展に伴い、こ

れまでの産業構造や国際的な競争条件が著しく変化する中で、我が国産業の生産性の向

上を短期間に実現するための措置が早急にとられなければ、我が国産業の国際競争力が

大きく低下するおそれがあります。グローバル競争の中で我が国産業が勝ち抜くために

は、こうした技術革新の果実を取り入れ、世界に先駆けて新たな付加価値を生み出すこ

とで、生産性を飛躍的に向上させる必要があります。 

 こうした現状に鑑み、政府として昨年十二月に取りまとめた新しい経済政策パッケー

ジにおいて生産性革命集中投資期間とされた平成三十二年度までの三年間に生産性革命

を実現するため、政府一丸となって計画的に取組を進める実行体制を確立するとともに、

我が国産業の生産性を短期間に向上させるために必要な支援措置を、期限を限って集中

的に行うべく、本法律案を提出した次第です。 

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 

 第一に、生産性革命を政府一体となって強力に実行するための仕組みを創設します。

具体的には、政府が重点的に講ずべき施策の内容等を定めた革新的事業活動実行計画を

策定し、生産性向上のための施策の集中的かつ一体的な実施を図ります。 

 第二に、新しい技術やビジネスモデルを用いた事業活動を促進するため、規制のサン

ドボックス制度を創設します。参加者や期間を限定すること等により、既存の規制にと

らわれることなく新しい技術等の実証を行うことができる環境を整えることで、迅速な

実証を可能とするとともに、実証で得られたデータを活用できるようにして、規制改革

を推進します。 

 第三に、事業者による革新的なデータ利活用を促進するため、データの共有、連携を

行う取組を認定する制度を創設し、こうした取組に用いる設備等への投資に対して減税

措置等の支援を行い、コネクテッド・インダストリーズを実現してまいります。また、

事業者が国や独立行政法人等に対しデータ提供を要請できる手続を創設し、協調領域に

おけるデータの共有を支援します。 

 さらに、中小企業における生産性革命を実現するため、中小企業の生産性向上に資す

る先端的な技術を活用した設備等の導入を後押しする仕組みを導入します。市町村が、

中小企業における先端設備等の導入を促進するための計画をみずから策定し、これに基

づいて中小企業の先端設備等の導入計画を認定して支援措置を講ずることで、地域の自



主性のもとで、生産性向上のための設備投資を加速します。 

……………（略）…………… 

 以上が、両法律案の提案理由及びその要旨であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

二、 衆議院経済産業委員長報告（平成三〇年四月一七日） 

○稲津久君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、生産性向上特別措置法案は、我が国産業の生産性向上を短期間に実現するため、

規制のサンドボックス制度を創設し、迅速に新しい技術等の実証ができる環境を整備す

るとともに、データの共有、連携を行う取組を認定する制度を創設し、設備投資減税を

行うほか、中小企業の先端設備等の導入に対する支援等の措置を講じようとするもので

あります。 

……………（略）…………… 

 両案は、去る四月三日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員

会に付託されました。 

 本委員会におきましては、四日に世耕経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、

六日に質疑に入り、十日参考人からの意見を聴取し、十三日質疑を終局いたしました。

質疑終局後、討論、採決を行った結果、両案はいずれも賛成多数をもって可決すべきも

のと議決いたしました。 

 なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成三〇年四月一三日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 日本が直面する激変する技術環境、成長分野への事業展開が必ずしもうまくいって

いない日本産業の現状に鑑み、本法の積極的な運用に加えて、国を挙げての最先端の

データ利活用ビジネスをリードする人材の育成、発掘、より柔軟で自由度の高い事業

環境構築に努めること。 

二 「規制のサンドボックス」制度については、新技術等の迅速な実証実施と、得られ

たデータの活用により新技術等を用いた事業活動を促進するとの本法の趣旨に鑑み、

その運用に当たっては、新事業特例制度やグレーゾーン解消制度など既存の制度との

連携を図り、全国一律の規制改革につなげるよう努めること。また、新技術等の実用

化に向けて、関係大臣が連携して事業者を支援する仕組みを早期に構築すること。な

お、「規制のサンドボックス」制度において、実証を実施する事業者に対し、関係者

等の安全性を確保するとともに、人の生命等に危害を加えないことが担保される中で、

実証が適切に実施されるよう管理監督を行うよう指導すること。 

三 新事業特例制度やグレーゾーン解消制度など既存の制度のこれまでの実績を踏まえ



て、「規制のサンドボックス」制度の幅広い事業者の活用促進を図るため、制度の周

知徹底に努めるとともに、国内だけでなく海外の事業者の革新的な技術やビジネスモ

デルの実証実験を誘致するため、外国での広報活動にも積極的に取り組むこと。また、

革新的な技術等のアイデアを有するが資金調達等の不足により実証が困難な事業者の

支援にも積極的に取り組むこと。 

四 データの収集・活用等を行う事業者が講ずべき情報セキュリティ対策等については、

セキュリティ技術の多様化、国際化を踏まえ、政府において適宜必要な検討を行うと

ともに、人材の確保・育成等に対する支援の充実に努めること。また、データ利用の

裾野が広がるように、データセキュリティの確保を前提にしつつデータのアクセスの

利便性向上、個人の事業者、研究者等を含めた多様なユーザーへのデータアクセスを

確保すること。 

五 協調領域におけるデータの共有を行う事業者について、本法廃止後も継続して、国

の機関等の保有するデータの提供を求めることができるよう必要な対応を検討するこ

ととし、事業者及びデータ利活用者の予見可能性を高めるよう配慮すること。 

六 「規制のサンドボックス」制度等に係る評価を行う革新的事業活動評価委員会の委

員について、構成、任命理由等を明らかにし、その適格性及び公平性を担保すること。

また、委員会での決定過程について、議事録等を作成し公表する等、その透明性を確

保すること。更には、中立的な機関として、公平公正な制度であるとの国民の理解を

得られるよう努めること。 

七 市町村が策定する導入促進基本計画については、施行に向けた規定の整備等を早期

に進めるとともに、より多くの中小企業者の設備投資を支援できるよう、自治体に対

する説明会の開催等により周知徹底を図り、地域における中小企業者の生産性向上を

後押しするものとすること。また、国は市町村の作成する導入促進基本計画が、地域

の企業が地域の枠を超えた世界の市場を見据えた事業展開、事業連携を可能とする等、

多様な事業展開の可能性を担保するものになるように市町村を支援すること。 

八 申請手続き事務が、厳しい経営環境にある中小企業者にとって大きな負担となって

いることに鑑み、先端設備等導入計画の認定を受けた市町村と、固定資産税特例措置

の申請先である市町村が同一であるため、その添付書類等を省略化するなど、手続き

の簡素合理化を図ること。また、認定の予見可能性を高めるため、市町村による認定

判断にあたっての客観的基準等を定めたガイドラインを作成すること。さらに、中小

企業の設備投資に係る特例措置の活用促進を図るため、設備導入による雇用増が、労

働生産性評価の際に不利にならないよう配慮すること。 

九 中小企業者による先端設備等導入及びＩＴ投資を促進するため、人材の確保・育成

への支援に努めること。また、中小企業者によるサイバーセキュリティ対策等への支

援に努めること。 

三、参議院経済産業委員長報告（平成三〇年五月一六日） 



○浜野喜史君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、生産性向上特別措置法案は、近年の情報技術分野における急速な技術革新の進

展による産業構造及び国際的な競争条件の変化等に対応し、我が国産業の生産性の向上

を短期間に実現するため、新技術等の実証の促進等の革新的事業活動による生産性の向

上に関する施策を集中的かつ一体的に行う等の措置を講じようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取すると

ともに、規制のサンドボックス制度に期待される効果と安全性の確保等に対する考え方、

データの共有、連携事業を促進する必要性とサイバーセキュリティー、個人情報保護の

在り方、中小企業の生産性向上、事業承継支援の重要性、産業革新投資機構におけるガ

バナンスの在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知

願います。 

 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して岩渕委員より両法律

案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 なお、両法律案に対してそれぞれ附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三〇年五月一五日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 激変する技術環境、成長分野への事業展開が必ずしもうまくいっていない日本産業

の現状に鑑み、本法の積極的な運用に加えて、国を挙げての最先端のデータ利活用ビ

ジネスをリードする人材の育成、発掘、より柔軟で自由度の高い事業環境構築に努め

ること。 

二 「規制のサンドボックス」制度については、同様の制度を導入した他国と比較して

より広範な措置となっていることに鑑み、全国一律の規制改革へと拡大する際には、

多方面にわたり意見を募るなど慎重な検討を加え、適正な手続の下に進めること。ま

た、実証を実施する事業者に対し、関係者等の安全性を確保させるとともに、特にラ

イドシェア事業のような安全や雇用に問題が指摘される事業の実証については、規制

法令に違反するものが認定されることのないよう厳に対応すること。さらに、実証を

継続的にモニタリングすることとし、このため、事業者から定期的に主務大臣に報告

させるよう、制度的な措置を講ずること。 

三 「規制のサンドボックス」制度の幅広い事業者の活用促進を図るため、制度の周知

徹底に努めるとともに、海外の事業者の革新的な技術やビジネスモデルの実証実験を

誘致するため、外国での広報活動にも積極的に取り組むこと。また、革新的な技術等



のアイデアを有するが資金調達等の不足により実証が困難なベンチャー・中小企業者

の支援にも積極的に取り組むこと。 

四 国の機関等が保有するデータを提供する特定革新的データ産業活用事業者に対する

データの安全管理については、国の機関等におけるサイバーセキュリティに準ずるも

のとすること。また、データ利用の裾野が広がるように、データセキュリティの確保

を前提に、データのアクセスの利便性向上、個人の事業者、研究者等を含めた多様な

ユーザーへのデータアクセスを確保すること。 

五 「規制のサンドボックス」制度等に係る評価を行う革新的事業活動評価委員会の委

員について、構成、任命理由等を明らかにし、その適格性及び公平性を担保すること。

また、委員会での決定過程について、議事録等を作成し速やかに公表する等、その透

明性を確保するとともに、委員会で表明された反対意見についても国民に周知するこ

と。あわせて、一連の過程に係る書類等を適切に保管し、検証可能なものとすること。 

六 市町村が速やかに導入促進基本計画を作成できるよう、必要な政省令の整備等を早

期に進めるとともに、より多くの中小企業者の設備投資を支援できるよう、市町村に

対する周知徹底を図ること。また、中小企業者にとって申請手続き事務が大きな負担

となっていることに鑑み、その添付書類等を省略化するなど、手続きの簡素合理化を

図るとともに、認定の予見可能性を高めるため、市町村による認定判断に当たっての

客観的基準等を定めたガイドラインを作成すること。さらに、本特例措置の活用促進

を図るため、設備導入による雇用増が、労働生産性評価の際に不利にならないよう配

慮すること。 

七 中小企業者による先端設備等導入及びＩＴ投資を促進するため、人材の確保・育成

やサイバーセキュリティ対策等への支援に努めること。 

  右決議する。 

 


